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(57)【要約】
【課題】ベッド装置を低い位置に設定でき、ベッド使用
者が端座位をとりやすく、またベッド上からの転落時の
衝撃を緩和する事が可能となった上、移動するときは安
全で楽な操作を可能にするとともに、ベッド装置の操作
性能やキャスタのブレーキロック・解除の操作性能の向
上を図ったベッド装置を提供する。
【解決手段】マットレス（２）が載置される上部フレー
ム（３）と、上部フレーム（３）を支持する下部フレー
ム（４）とを備えたベッド装置（１）において、下部フ
レーム（４）を構成するヘッド側およびフット側のリン
ク式昇降機構（４１），（４２）に移動用のキャスタ（
７）を備え、ヘッド側のキャスタ（７）を、取付けブラ
ケット（８）を介してヘッド側のリンク式昇降機構（４
１）の端部よりもヘッド側の外側に配置し、フット側の
キャスタ（７）を、取付けブラケット（８）を介してフ
ット側のリンク式昇降機構（４２）の端部よりもフット
側の外側に配置されることを特徴とするものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マットレスが載置される上部フレームと、前記上部フレームを支持する下部フレームと
を備えたベッド装置において、
　前記下部フレームのヘッド側およびフット側に移動用のキャスタを備え、
　ヘッド側のキャスタは、取付けブラケットを介して前記下部フレーム端部よりもヘッド
側の外側に配置され、
　フット側のキャスタは、取付けブラケットを介して前記下部フレーム端部よりもフット
側の外側に配置されることを特徴とするベッド装置。
【請求項２】
　前記ヘッド側およびフット側のキャスタは、前記下部フレームのベッド装置幅方向側端
部付近で旋回可能に設けられ、平面視で前記ベッド装置の外周範囲より露出しないように
設けられることを特徴とする請求項１に記載のベッド装置。
【請求項３】
　前記取付けブラケットは、前記キャスタとの取付け面が前記下部フレームの底面よりも
高い位置に配置するように構成されることを特徴とする請求項１または２に記載のベッド
装置。
【請求項４】
　前記キャスタは、前記下部フレームの底面と前記ベッド装置が設置される床面との隙間
寸法よりも大径とすることを特徴とする請求項１から３のうちの何れか一項に記載のベッ
ド装置。
【請求項５】
　前記下部フレームは、前記上部フレームのヘッド側を昇降させる昇降機構と、前記上部
フレームのフット側を昇降させる昇降機構とを備えて構成されることを特徴とする請求項
１から４のうちの何れか一項に記載のベッド装置。
【請求項６】
　前記昇降機構は、基部と、前記基部に対して昇降する昇降部を備え、
　前記基部には、前記昇降部を所定位置まで下降させた状態で前記昇降部を支持するスト
ッパ部を備えることを特徴とする請求項５に記載のベッド装置。
【請求項７】
　ヘッド側の昇降機構を上昇させ且つフット側の昇降機構を下降させて、前記上部フレー
ムを最大傾斜させた状態で、前記キャスタと前記上部フレームのフット側の底面との間に
隙間を有する構成とすることを特徴とする請求項５または６に記載のベッド装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベッド装置に係り、特に、移動用のキャスタを備えたベッド装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ベッドを移動し易くするためにキャスタを備えたベッドが知られている。
　ベッドにキャスタを備えることで、ベッド自体を移動させたり、人を乗せた状態で移動
したりすることを容易に行うことができる。
【０００３】
　従来技術として、例えば、ベースフレームを有するベッド装置において、ベッドフレ－
ムの下側に、ベッドフレームを移動自在とするキャスタを設けたものが提案されている（
特許文献１を参照）。
【０００４】
　このように構成することで、簡単な構成でベッド装置を移動可能にすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－３０７３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の方式では、キャスタがベースフレームの下側に配置されると、使
用するキャスタの大きさによってベースフレームの高さが決まってしまうと問題がある。
　また、キャスタがベッド装置の内側に配置されると、キャスタを外側より操作し難いと
いう問題がある。
【０００７】
　例えば、ベースフレームの高さを低くするために小径のキャスタを使用すると、移動す
るために必要な力が大きく、キャスタの耐久性に問題が生じる場合がある。また、ベース
フレームの下側に大径のキャスタを使用すると、ベースフレームの高さが上がり、ベッド
装置が高い位置に設定されるため、ベッド使用者が端座位を取りづらくなり、ベッド上の
人が誤って転落した際の衝撃が大きくなる。
【０００８】
　すなわち、キャスタを備えたベッド装置を病院等で使用する場合は、頻繁に移動したり
、人を乗せた状態で移動したりすることを考慮すると、ベッド装置を安全で楽に移動させ
るために、キャスタの強度やベッド装置の操作性、キャスタのブレーキロック・解除の操
作性能が要求され、かつ、ベッド使用者が端座位をとることや、ベッド上からの転落時を
考慮すると、ベッド装置を低い位置に設定することが要求される。
【０００９】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであって、ベッド装置を低い位置に
設定でき、ベッド使用者が端座位をとりやすく、またベッド上からの転落時の衝撃を緩和
する事が可能となった上、移動するときは安全で楽なベッド装置の操作を可能にするとと
もに、キャスタのブレーキロック・解除の操作性能の向上を図ったベッド装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決するための本発明に係るベッド装置は、次の通りである。
【００１１】
　本発明は、マットレスが載置される上部フレームと、前記上部フレームを支持する下部
フレームとを備えたベッド装置において、前記下部フレームのヘッド側およびフット側に
は、移動用のキャスタを備え、ヘッド側のキャスタを、取付けブラケットを介して前記下
部フレーム端部よりもヘッド側の外側に配置し、フット側のキャスタを、取付けブラケッ
トを介して前記下部フレーム端部よりもフット側の外側に配置することを特徴とするもの
である。
【００１２】
　また、本発明は、前記ヘッド側およびフット側のキャスタを、前記下部フレームのベッ
ド装置幅方向側端部付近で旋回可能に設け、平面視で前記ベッド装置の外周範囲（ベッド
装置のシルエット）より露出しないように設けることが好ましい。
【００１３】
　また、本発明は、前記取付けブラケットを、前記キャスタとの取付け面が前記下部フレ
ームの底面よりも高い位置に配置するように構成することが好ましい。
【００１４】
　また、本発明は、前記キャスタを、前記下部フレームの底面と前記ベッド装置が設置さ
れる床面との隙間寸法よりも大径とすることが好ましい。
【００１５】
　また、本発明は、前記下部フレームの構成として、前記上部フレームのヘッド側を昇降
させる昇降機構と、前記上部フレームのフット側を昇降させる昇降機構とを備えることが
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好ましい。
【００１６】
　また、本発明は、前記昇降機構の構成として、基部と、前記基部に対して昇降する昇降
部を備え、前記基部には、前記昇降部を所定位置（最低下降位置）まで下降させた状態で
前記昇降部を支持するストッパ部を備えることが好ましい。
【００１７】
　また、本発明は、ヘッド側の昇降機構を上昇させ且つフット側の昇降機構を下降させて
、前記上部フレームを最大傾斜させた状態で、前記キャスタと前記上部フレームのフット
側の底面との間に隙間を有する構成とすることが好ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明のベッド装置によれば、マットレスが載置される上部フレームと、前記上部フレ
ームを支持する下部フレームとを備えたベッド装置において、前記下部フレームのヘッド
側およびフット側には、移動用のキャスタを備え、ヘッド側のキャスタを、取付けブラケ
ットを介して前記下部フレーム端部よりもヘッド側の外側に配置し、フット側のキャスタ
を、取付けブラケットを介して前記下部フレーム端部よりもフット側の外側に配置するこ
とで、前記ベッド装置を低い位置に設定でき、ベッド使用者が端座位をとりやすく、また
ベッド上からの転落時の衝撃を緩和する事が可能となる。
【００１９】
　また、本発明によれば、前記ヘッド側およびフット側のキャスタを、前記下部フレーム
のベッド装置幅方向側端部付近で旋回可能に設け、平面視で前記ベッド装置の外周範囲（
ベッド装置のシルエット）より露出しないように設けることで、ベッド使用者や介護者の
足下の邪魔にならずに、ブレーキ機構付きキャスタの場合のブレーキのロック・解除を行
う操作性の向上を図ることができる。
【００２０】
　また、本発明によれば、前記取付けブラケットを、前記キャスタとの取付け面が前記下
部フレームの底面よりも高い位置に配置するように構成することで、ベッド装置を低い位
置に設定しつつ、大径のキャスタを使用することができるので、耐久性を向上させ、ベッ
ド装置の操作性を高めることができる。
【００２１】
　また、本発明によれば、前記キャスタを、前記下部フレーム底面と前記ベッド装置が設
置される床面との隙間寸法よりも大径とすることで、耐久性を向上させ、ベッド装置の操
作性を高めることができる。
【００２２】
　また、本発明によれば、前記下部フレームの構成として、前記上部フレームのヘッド側
を昇降させる昇降機構と、前記上部フレームのフット側を昇降させる昇降機構とを備える
ことで、昇降機構を備えたベッド装置においても、前記ベッド装置を低い位置に設定でき
、ベッド使用者が端座位をとりやすく、またベッド上からの転落時の衝撃を緩和する事が
可能となった上、移動するときは安全で楽な操作を可能にすることができる。
【００２３】
　また、本発明によれば、前記昇降機構の構成として、基部と、前記基部に対して昇降す
る昇降部を備え、前記基部には、前記昇降部を最低下降位置まで下降させた状態で前記昇
降部と当接して支持するストッパ部を備えることで、前記昇降部を下降させた状態で、前
記昇降部と前記ストッパ部とが当接するため、ベッド利用者がベッドから乗り降りする際
に、ベッド装置を下降させた状態で安定させることができる。
【００２４】
　また、前記ストッパ部をフット側の昇降部に備えることで、上部フレームが水平状態で
も傾斜している場合でも、最低床高の時のフット側の昇降部と前記ストッパ部とが当接す
ることにより、キャスタとの隙間が確保することができる。
【００２５】
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　また、本発明によれば、ヘッド側の昇降機構を上昇させ且つフット側の昇降機構を下降
させて、前記上部フレームを最大傾斜させた状態で、前記キャスタと前記上部フレームの
フット側の底面との間に隙間を有する構成とすることで、前記キャスタと前記上部フレー
ムとが干渉することなく前記上部フレームを傾斜させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施形態に係るベッド装置の全体の構成を示す側面視による説明図であ
る。
【図２】前記ベッド装置の全体の構成を示す平面視による説明図である。
【図３】（ａ）は前記ベッド装置の下部フレームを構成するヘッド側のリンク式昇降機構
の構成を示す側面視による説明図、（ｂ）は前記リンク式昇降機構を上昇させた状態を示
す側面視による説明図である。
【図４】前記リンク式昇降機構を上昇させた状態を示す斜視図である。
【図５】前記リンク式昇降機構を上昇させた状態を示す別角度からの斜視図である。
【図６】（ａ），（ｂ），（ｃ）は本実施形態のベッド装置のキャスタの取付位置におい
てキャスタを旋回した状態を示す説明図である。
【図７】（ａ）は前記ベッド装置においてサイドレール等が取り付けられる枠フレームの
幅を狭く取付けた状態を示す説明図、（ｂ）は前記ベッド装置において前記枠フレームの
幅を広く取付けた状態を示す説明図である。
【図８】前記ベッド装置のリンク式昇降機構により上部フレームを傾斜させた状態を示す
説明図である。
【図９】前記上部フレームを傾斜させたときのキャスタと上部フレームの位置関係を示す
説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明のベッド装置を実施するための形態について図面を参照して詳細に説明す
る。
　図１は本発明を実施する形態の一例であって、本発明の実施形態に係るベッド装置の全
体の構成を示す側面視による説明図、図２は前記ベッド装置の全体の構成を示す平面視に
よる説明図である。
【００２８】
　本実施形態に係るベッド装置１は、図１，図２に示すように、マットレス２が載置され
る上部フレーム３と、上部フレーム３を支持する下部フレーム４とを備えたベッド装置に
おいて、下部フレーム４のヘッド側およびフット側に移動用のキャスタ７を設け、ヘッド
側のキャスタ７を、取付けブラケット８を介して下部フレーム端部よりもヘッド側の外側
に配置し、フット側のキャスタ７を、取付けブラケット８を介して下部フレーム端部より
もフット側の外側に配置することを特徴とするものである。
【００２９】
　上部フレーム３の上にはマットレス２が配置される。
　上部フレーム３のヘッド側とフット側には、それぞれヘッドボード５，フットボード６
が設けられている。符号３１は、サイドレール等が取付けられる枠フレームである。
【００３０】
　下部フレーム４は、図１，図２に示すように、上部フレーム３のヘッド側を昇降させる
リンク式昇降機構（昇降機構）４１と、上部フレーム３のフット側を昇降させるリンク式
昇降機構４２とを備えて構成されている。
【００３１】
　本実施形態では、下部フレーム４の構成として、リンク式昇降機構４１，４２を連結す
る連結フレーム４３とを備えて、リンク式昇降機構４１，４２と連結フレーム４３とを溶
接接合により一体的に構成している。溶接接合によれば、締結部材による連結方式と比較
して下部フレームの剛性を高めることができる。
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　なお、下部フレーム４の連結方式はこれに限定されるものではない。
【００３２】
　ヘッド側のリンク式昇降機構４１とフット側のリンク式昇降機構４２は、それぞれ昇降
動作を独立または協調して制御可能に構成されている。
【００３３】
　ここで、リンク式昇降機構４１，４２の構成について、ヘッド側のリンク式昇降機構４
１を例に挙げて説明する。
　図３（ａ）は本実施形態のベッド装置の下部フレームを構成するヘッド側のリンク式昇
降機構の構成を示す側面視による説明図、（ｂ）は前記リンク式昇降機構を上昇させた状
態を示す側面視による説明図、図４,図５は前記リンク式昇降機構を上昇させた状態を示
す斜視図である。
【００３４】
　ヘッド側のリンク式昇降機構４１は、図３（ａ），（ｂ）、図４および図５に示すよう
に、基部４０１と、基部４０１に対して昇降する昇降部４０２を備え、基部４０１と昇降
部４０２との間に昇降部４０２を昇降させるＸ字状のリンク機構４０３を備えて構成され
ている。
【００３５】
　基部４０１には、図３（ａ）,（ｂ）に示すように、昇降部４０２を最低下降位置まで
下降させた状態で昇降部４０２と当接して支持するストッパ部２０が設けられている。
【００３６】
　ストッパ部２０は、樹脂製であって、基部４０１のヘッド側に接続された取付けブラケ
ット８の上部に設けられている。
【００３７】
　本実施形態では、ストッパ部２０を、ヘッド側のリンク式昇降機構４１の基部４０１の
ヘッド側に２箇所設け、フット側のリンク式昇降機構４２の基部４０１のフット側に２箇
所設けたので、リンク式昇降機構４１，４２を最低下降位置に下降したとき上部フレーム
３を安定した状態にすることができる。これにより、ベッド装置１を移動する場合でも、
ベッド装置１を安定した状態で移動することができる。
【００３８】
　次に、本実施形態の特徴的なキャスタ７の取付けについて図面を参照して説明する。
　図６（ａ），（ｂ），（ｃ）は本実施形態のベッド装置のキャスタの取付位置において
キャスタを旋回した状態を示す説明図、図７（ａ）は前記ベッド装置において枠フレーム
の幅を狭く取付けた状態を示す説明図、（ｂ）は前記ベッド装置において枠フレームの幅
を広く取付けた状態を示す説明図、図８は前記ベッド装置のリンク式昇降機構により上部
フレームを傾斜させた状態を示す説明図、図９は前記上部フレームを傾斜させたときのキ
ャスタと上部フレームの位置関係を示す説明図である。
【００３９】
　図４，図５に示すように、リンク式昇降機構４１の基部４０１のヘッド側フレーム４１
１のヘッド側の外側には、取付けブラケット８とキャスタ取付けフレーム９を介してキャ
スタ７が取付けられる。
【００４０】
　取付けブラケット８は、ヘッド側フレーム４１１のベッド装置幅方向両側端寄りに２箇
所に設けられ、一端部がヘッド側フレーム４１１に固定され、他端部がキャスタ取付けフ
レーム９を支持している。
【００４１】
　取付けブラケット８は、図３（ｂ）に示すように、キャスタ７が取付けられるキャスタ
取付けフレーム９の取付け面がヘッド側のリンク式昇降機構４１の基部４０１の底面４０
１ａよりも高い位置に配置するように構成されている。すなわち、ベッド装置１が配置さ
れる床面ＦＬからキャスタ取付けフレーム９の取付け位置までの高さＨ２が、床面ＦＬか
ら基部４０１の底面４０１ａまでの高さＨ１より高くなるように構成されている。
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【００４２】
　キャスタ取付けフレーム９は、図５に示すように、リンク式昇降機構４１の基部４０１
のヘッド側フレーム４１１に沿ってベッド装置幅方向に長く設けられ、取付けブラケット
８によりヘッド側フレーム４１１と略平行に取付けられている。
【００４３】
　キャスタ７は、図５に示すように、ブレーキ機構付きキャスタであって、キャスタ取付
けフレーム９の両端部に設けられたキャスタ取付部材９１により旋回可能に取付けられて
いる。符号７１はブレーキロック・解除レバーである。
【００４４】
　そして、キャスタ７は、旋回しても、図２に示すように、平面視でベッド装置１の外周
範囲（ベッド装置のシルエット１ａ）や、図６（ａ），（ｂ），（ｃ）に示すように、枠
フレーム３１とヘッドボード５（または、フットボード６）で囲まれた範囲から外側に露
出しないように配置されている。
【００４５】
　枠フレーム３１は、図７（ａ），（ｂ）に示すように、ベッド装置幅方向の取付け位置
を変更することで、ベッド装置幅方向の寸法Ｗ１，Ｗ２を変更可能に構成されている。
【００４６】
　枠フレーム３１は、上部フレーム３に対してベッド装置幅方向に沿って設けられた取付
けフレーム３０１に枠フレーム取付け部材３１１により取付けられている。
【００４７】
　枠フレーム３１は、枠フレーム取付け部材３１１と取付けフレーム３０１に形成された
位置決め穴３０１ａ，３０１ｂによりベッド装置幅方向の寸法Ｗ１，Ｗ２を選択可能に構
成されている。
【００４８】
　本実施形態では、枠フレーム３１が取付けられるベッド装置幅方向の寸法が変更可能に
構成されているので、キャスタ７は、枠フレーム３１が幅の狭い位置に取付けられた場合
でも、枠フレーム３１の外側に露出しない位置に配置されている。
【００４９】
　また、本実施形態では、下部フレーム４の構成として、ヘッド側とフット側にリンク式
昇降機構４１，４２を備えているので、図８，図９に示すように、ヘッド側のリンク式昇
降機構４１を上昇させ且つフット側のリンク式昇降機構４２を下降させて、上部フレーム
３を最大傾斜させた状態で、キャスタ７と上部フレーム３のフット側の底面３ａとの間に
隙間Ｓを有するように構成されている。
【００５０】
　このように構成することで、キャスタ７と上部フレーム３とが干渉することなく上部フ
レーム３を傾斜させることができる。
【００５１】
　以上のように構成したので、本実施形態によれば、マットレス２が載置される上部フレ
ーム３と、上部フレーム３を支持する下部フレーム４とを備えたベッド装置において、下
部フレーム４の構成として、リンク式昇降機構４１，４２と、リンク式昇降機構４１，４
２を連結する連結フレーム４３とを備えて、ヘッド側およびフット側のリンク式昇降機構
４１，４２に移動用のキャスタ７を設け、ヘッド側のキャスタ７を、取付けブラケット８
とキャスタ取付けフレーム９を介してヘッド側フレーム４１１よりもヘッド側の外側に配
置し、フット側のキャスタ７を、取付けブラケット８とキャスタ取付けフレーム９を介し
てフット側フレーム４２１よりもフット側の外側に配置することで、ベッド装置１を低い
位置に設定でき、ベッド使用者が端座位をとりやすく、またベッド上からの転落時の衝撃
を緩和する事が可能となった上、移動するときはベッド装置の操作性能やキャスタ７のブ
レークロック・解除の操作性の向上を図ることができる。
【００５２】
　なお、本実施形態では、ベッド装置１の下部フレーム４の構成として、リンク式昇降機
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構４１，４２を備えたベッド装置に本発明の構成を採用しているが、下部フレームに昇降
機構を有しないベッド装置においても、下部フレームのヘッド側およびフット側に、キャ
スタを、取付けブラケットやキャスタ取付フレームを介して下部フレーム端部よりもヘッ
ド側およびフット側の外側に配置するように構成することで、上述した実施形態と同様な
効果を奏し得る。
【００５３】
　また、本実施形態では、取付けブラケット８を、キャスタ７が取付けられるキャスタ取
付けフレーム９の取付け面がヘッド側のリンク式昇降機構４１の基部４０１の底面４０１
ａよりも高い位置に配置するように構成したので、大径のキャスタを使用することができ
るので、キャスタの耐久性を向上させ、走行安定性を高めることができる。
　なお、本実施形態では、キャスタ７を、基部４０１の底面４０１ａとベッド装置１が設
置される床面ＦＬとの隙間寸法よりも大径として、耐久性を向上させ、走行安定性を高め
ている。
【００５４】
　なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で
種々の変更が可能である。すなわち、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において適宜変更
した技術的手段を組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれ
る。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明のベッド装置は、医療用、介護用のベッド等に利用することができる。
【符号の説明】
【００５６】
　　１　ベッド装置
　　１ａ　シルエット
　　２　マットレス
　　３　上部フレーム
　　３ａ　底面
　　４　下部フレーム
　　５　ヘッドボード
　　６　フットボード
　　７　キャスタ
　　８　取付けブラケット
　　９　キャスタ取付けフレーム
　２０　ストッパ部
　３１　枠フレーム
　４１，４２　リンク式昇降機構（昇降機構）（下部フレーム）
　４３　連結フレーム（下部フレーム）
　７１　ブレーキロック・解除レバー
　９１　キャスタ取付け部材
３０１　取付けフレーム
３０１ａ，３０１ｂ　位置決め穴
３１１　枠フレーム取付け部材
４０１　基部
４０３　リンク機構
４１１　ヘッド側フレーム
４２１　フット側フレーム
４０１ａ　底面
４０２　昇降部
　ＦＬ　床面
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　Ｈ１　高さ（床面ＦＬから基部の底面まで）
　Ｈ２　高さ（床面ＦＬからキャスタ取付けフレームの取付け位置まで）
　　Ｓ　隙間
　Ｗ１，Ｗ２　ベッド装置幅方向寸法

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】
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